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Q&A >>>>> 御相談はお気軽に「技術相談110番」 → sodan@kagoshima-it.go.jp

Ｑ：特許とはどのようなものが対象になりま

すか？ また特許の出願から，特許になるま

での流れを教えてください。

Ａ：特許は，物や，物を生産するための方法の発

明のうち，新規性，進歩性のあるものに対して取

得することができます。一方，実用新案は，物の

形状や構造に関する考案が対象になります。

特許の出願には，願書と発明内容を記載した文

章や図（明細書）が必要です。特許庁の出願窓口

に申請（出願）すると，出願番号が与えられます。

出願料は，１件あたり15,000円です。出願後，

およそ１年半で公開され，公開番号が与えられる

とともに，公開特許公報で発明の内容が公開され

ます。公開された特許については，出願してから

３年以内に出願内容の審査を受けるために「審査

請求」を行います。特許庁の審査に合格すると登

特許査定になった場合，

特許の登録料を納付する

と，特許が登録され，特許

番号が与えられます。出願

から登録まで，請求項数に

より異なりますが，およそ

15万円の費用がかかりま

す。また，弁理士を利用す

ると弁理士費用が別途必要

になります。

毎年，特許料を納付する

ことにより権利を継続で

き，通常，出願日から20年まで継続できます。

なお，知的財産についてのお問い合わせは，県

産業会館内に鹿児島県知財総合支援窓口が設置さ

れておりますので，ご利用ください。

（電話番号：099-295-0270）

参考：特許庁ホームページ
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Ｑ：木造建築物における水平構面の形式と評

価方法について教えて下さい。

Ａ：木造軸組構法の水平構面（床，屋根）は鉛直

方向に作用する積載荷重等を支え，水平方向に作

用する地震力や風圧力等を耐力壁に伝達して建物

全体の変形を抑制する役割があります。建築物の

耐震性及び耐風性を確保するためには，水平構面

の剛性と強さが必要ですので，構造形式の選択と

性能確保が重要になります。従来，建築基準法に

おいて規定されている火打ち材を使用して板材を

釘打ちした形式が主流でしたが，耐震性の向上や

施工の合理化を目的として構造用合板等の面材が

用いられるようになっています。特に，長期優良

住宅等における耐震等級２以上の建築物では床倍

率の確認が必要になりますので，根太を用いない

で面材を直接床梁に釘やビス等で固定した高倍率

の形式も用いられています。一方，地域産木材を

活用した住宅等において，無垢材をパネル化して

水平構面に用いる取り組み等が進められています。

このような標準仕様以外の構造形式を用いる場合，

構造計算や強度試験によって構造性能を把握する

必要があります。

水平構面の鉛直荷重に対する性能を評価する方

法としては，積載荷重試験，局部集中荷重試験

（写真），衝撃強さ試験等があり，積載荷重等に

対する床の剛性をチェックします。また，水平荷

重に対する性能評価試験としては，面内せん断試

験があり，せん断力と変形角の関係から短期基準

せん断耐力を算出します。この数値を用いて，水

平構面の強さを表す指標である床倍率を求めるこ

とができます。

（地域資源部）

床構面の局部集中荷重試験
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録の通知（「特許査定」）が送られてきますが，

不合格（「拒絶」）となる場合が多く，拒絶理由

が通知されます。拒絶通知後60日以内に，拒絶

理由に対する意見書および手続補正書を特許庁に

提出すると，再び審査が受けられます。審査によ

り意見書の内容が認められると特許査定となりま

す。


